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●
消
費
生
活
相
談

日
時　

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
午
前

10
時
〜
午
後
４
時

※
各
種
相
談
窓
口
は
、正
午
～
午
後

１
時
、土
日
・
祝
日
は
休
み
で
す
。▲お気軽にご相談ください。

子
育
て
・
教
育

令
和
３
年
度
宜
野
湾
高
等
学

校
通
信
制
課
程
生
徒
募
集

問
県
立
宜
野
湾
高
等
学
校
通
信

制
課
程

☎  （
９
４
２
）２
３
６
３

通
信
教
育
は
、働
き
な
が
ら
学
ぶ

こ
と
が
で
き
る
教
育
シ
ス
テ
ム
で
す
。

年
齢
の
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。向
学

心
の
あ
る
人
、も
う
一
度
学
び
た
い

と
い
う
人
を
歓
迎
し
ま
す
。入
試
説

明
会
を
１
月
８
日（
金
）に
行
い
ま
す
。

一
度
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

浦
添
商
業
高
等
学
校
学
科
変
更

問
沖
縄
県
立
浦
添
商
業
高
等
学
校

☎  （
８
７
７
）５
８
４
4

　

本
校
は
令
和
３
年
度
創
立
50
周

年
を
迎
え
ま
す
。

　

令
和
３
年
度
入
学
生
よ
り
設
置

３
学
科
の
う
ち
２
学
科
が
学
科
変

更
と
な
り
ま
す
。総
合
ビ
ジ
ネ
ス
科

は「
企
業
シ
ス
テ
ム
科
」、情
報
処
理

科
は「
I
T
ビ
ジ
ネ
ス
科
」と
な
り

ま
す
。国
際
観
光
科
は
海
外
研
修
旅

行
が「
ハ
ワ
イ
」へ
変
更
に
な
り
ま

す
。詳
し
く
は
本
校
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

令
和
3
年
度
新
１
年
生
の
入

学
説
明
会

問
学
校
教
育
課

☎  

内
線
６
５
１
１

　

小
・
中
学
校
入
学
予
定
児
童
生
徒

の
入
学
説
明
会
を
行
い
ま
す
。対
象

者
に
は
１
月
中
旬
に
就
学
通
知
書

（
は
が
き
）が
届
き
ま
す
の
で
、当
日

持
参
の
上
ご
参
加
く
だ
さ
い
。新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
状
況

に
よ
り
実
施
を
変
更
す
る
場
合
は

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

●
小
学
校

開
催
日　

２
月
15
日（
月
）

場
所　

各
小
学
校
体
育
館

対
象　

平
成
26
年
４
月
２
日
～
平

成
27
年
４
月
１
日
生
ま
れ

●
中
学
校

開
催
日　

２
月
16
日（
火
）

場
所　

各
中
学
校
体
育
館

対
象　

平
成
20
年
４
月
２
日
～
平

成
21
年
４
月
１
日
生
ま
れ

※
各
小
中
学
校
に
よ
っ
て
時
間
帯

等
が
異
な
り
ま
す
。詳
し
く
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▲令和3年度
新１年生の入
学説明会

■令和2年度 「国民健康保険税」および 「後期高齢者医療保険料」第7期納期限
令和2年度 『国民健康保険税』および 『後期高齢者医療保険料』第7期の納期限は令和３年2月1日 （月）です。納め忘れにご注意ください。
国民健康保険課国保税第2係 （内線３７１７～３７２２）、長寿いきいき係 （内線３７１２）

申
請
忘
れ
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん

か
？
〜
国
民
健
康
保
険
被
保

険
者
の
皆
さ
ま
へ
ご
案
内
〜

問
国
民
健
康
保
険
課

☎  
内
線
３
７
１
３
・
３
７
１
４

●
出
産
育
児
一
時
金
の
支
給

　

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
が
出

産
し
た
と
き
、申
請
す
る
と
出
産
育

児
一
時
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、

妊
娠
85
日
以
上
で
あ
れ
ば
流
産
・

死
産
の
場
合
で
も
支
給
さ
れ
ま
す
。

●
葬
祭
費
の
支
給

　

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
が
亡

く
な
っ
た
と
き
、申
請
を
す
る
と
、

葬
祭
を
行
っ
た
者
に
対
し
、葬
祭
費

と
し
て
３
万
円
支
給
さ
れ
ま
す
。

●
全
額
支
払
っ
た
医
療
費
な
ど
の

一
部
を
払
い
戻
し

　

医
療
機
関
の
窓
口
で
医
療
費
な

ど
を
、い
っ
た
ん
全
額
支
払
っ
た
場

合
、
申
請
す
る
と
支
払
っ
た
費
用

の
一
部
が
払
い
戻
し
さ
れ
ま
す
。

●
入
院
時
の
食
事
療
養
費
の
差
額

を
支
給

　

や
む
を
得
な
い
理
由
で
入
院
先

へ「
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」を

提
示
で
き
ず
、通
常
の
食
事
代
負
担

額
を
支
払
っ
た
場
合
は
、申
請
す
る

と
食
事
代
の
差
額
分
が
支
給
さ
れ

ま
す
。

●
高
額
療
養
費
の
支
給

　

国
保
加
入
者
が
診
療
を
受
け
、負

担
額
が
一
定
の
額（
自
己
負
担
限
度

額
）を
超
え
た
場
合
に
支
給
さ
れ
る

の
が
高
額
療
養
費
で
す
。

●
高
額
な
医
療
費
を
一
度
に
支
払

わ
ず
に
済
む
制
度
が
あ
り
ま
す

　

医
療
費
が
高
額
に
な
る
場
合
で

も
、「
限
度
額
認
定
証
」を
提
示
す
る

と
医
療
機
関
で
支
払
う
金
額
の
上

限
が
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
と
な

り
、高
額
と
な
っ
た
医
療
費
を
一
度

に
支
払
わ
な
く
て
済
む
よ
う
に
な

り
ま
す
。

※
支
給
を
受
け
る
権
利
は
、２
年
を

経
過
す
る
と
時
効
に
よ
り
消
滅
す

る
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。詳
し
く

は
国
民
健
康
保
険
課
へ
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

暮
ら
し
・
環
境
・
福
祉

介
護
保
険
料
納
付
証
明
書
の

郵
送

問
い
き
い
き
高
齢
支
援
課

☎  

（
８
７
６
）１
２
９
１

　

令
和
２
年
中
に
介
護
保
険
料
を

口
座
振
替
ま
た
は
ペ
イ
ジ
ー
で
納

付
さ
れ
た
人
へ
、介
護
保
険
料
納
付

証
明
書
を
郵
送
し
ま
す
。

発
送
予
定
日　

１
月
下
旬

発
送
対
象
者　

令
和
２
年
１
月
１

日
～
12
月
31
日
に
介
護
保
険
料
を

口
座
振
替
ま
た
は
ペ
イ
ジ
ー
で
納

付
さ
れ
た
人

有
害・危
険
ご
み
の
分
け
方・出

し
方

問
環
境
保
全
課

☎  

内
線
３
２
１
２

「
有
害
・
危
険
ご
み
」と「
も
え
な

い
ご
み
」の
収
集
は
別
々
の
収
集
車

で
行
い
ま
す
の
で
、も
え
な
い
ご
み

の
袋
に「
有
害
・
危
険
ご
み
」は
入
れ

な
い
で
く
だ
さ
い
。

「
有
害
・
危
険
ご
み
」と
は
蛍
光
灯
、

乾
電
池
、ス
プ
レ
ー
缶
、ラ
イ
タ
ー
、

水
銀
使
用
製
品
で
種
類
ご
と
に
透

明
の
袋
に
入
れ
て
出
し
て
く
だ
さ

い
。詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

要
介
護
等
認
定
者
の
諸
証
明
書

の
発
行

問
い
き
い
き
高
齢
支
援
課

☎  

内
線
３
５
８
７
、３
５
８
８

●
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書

65
歳
以
上
で
要
介
護
・
要
支
援

認
定
を
受
け
て
い
る
人
は
、障
害
者

手
帳
等
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い

場
合
で
も
、障
害
者
控
除
対
象
者
の

認
定
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、所
得

税
や
市
・
県
民
税
の
申
告
を
す
る
際
、

障
害
者
控
除
の
対
象
と
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

対
象
者

65
歳
以
上
で
要
介
護
・

要
支
援
認
定
を
受
け
て
い
る
人
の

う
ち
、
市
長
が
認
め
る
人

交
付
申
請
先　

い
き
い
き
高
齢
支

援
課
介
護
認
定
担
当
窓
口

●
お
む
つ
代
医
療
費
控
除
証
明
書

　

確
定
申
告
の
際
に
お
む
つ
代
に

つ
い
て
医
療
費
控
除
の
手
続
き
を

す
る
に
は
医
師
に
よ
る「
お
む
つ
使

用
証
明
書
」の
添
付
が
必
要
に
な
り

ま
す
。た
だ
し
、２
年
目
以
降
の
手

続
き
で
介
護
保
険
に
お
け
る
要
介

護
・
要
支
援
認
定
を
受
け
て
い
る
人

に
つ
い
て
は
、一
定
の
条
件
を
満
た

す
と
、医
師
に
よ
る「
お
む
つ
使
用

証
明
書
」に
代
え
て
市
長
が
発
行
す

る「
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
事
項

証
明
書
」を
添
付
し
、手
続
き
で
き

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

対
象
者　

疾
病
等
に
よ
り
概
ね
６

か
月
以
上
に
わ
た
り
寝
た
き
り
状

浦添市役所（代）☎（876）1234問問い合わせ先　☎　電話番号

態
で
、お
む
つ
の
使
用
が
必
要
と
医

師
ま
た
は
市
長
が
認
め
る
人

交
付
申
請
先

・
初
め
て
控
除
申
請
す
る
人
は
か
か

り
つ
け
の
医
師
へ

・
２
年
目
以
降
の
人
は
い
き
い
き
高

齢
支
援
課
介
護
認
定
担
当
窓
口
へ

※
両
証
明
書
と
も
、交
付
は
申
請
し

た
日
の
翌
日
以
降
と
な
り
ま
す
。

※
郵
送
申
請
・
返
送
も
可
能
で
す
。

郵
送
の
場
合
は
、返
信
用
封
筒（
84

円
切
手
貼
り
付
け
）を
添
付
し
て
く

だ
さ
い
。

各
種
相
談
窓
口
の
ご
案
内

問
市
民
相
談
室
・
消
費
生
活
相
談

室☎  

（
8
5
1
）5
0
5
9

　

各
種
相
談
無
料
。秘
密
厳
守
し
ま

す
。

場
所　

市
役
所
１
階
市
民
相
談
室

【
各
種
相
談
】

●
市
民
相
談

　

市
民
生
活
に
関
わ
る
市
民
の
一

般
相
談
お
よ
び
市
行
政
に
対
す
る

意
見
や
要
望
、苦
情
な
ど

日
時　

月
～
金
曜
日
、午
前
９
時
～

午
後
５
時

●
法
律
相
談（
要
予
約
）

　

市
民
相
談
に
関
わ
る
諸
々
の
法

律
相
談

日
時

弁
護
士
相
談
は
毎
週
火
曜
日
、

司
法
書
士
相
談
は
毎
週
水
曜
日
、と

も
に
午
後
２
時
～
午
後
４
時
30
分

●
行
政
相
談

　

行
政
機
関
等
の
業
務
に
関
す
る

相
談

日
時　

毎
週
木
曜
日（
第
５
木
曜
日

を
除
く
）午
後
２
時
～
午
後
４
時

「児童扶養手当」が変わります
こども家庭課☎（内線3613・3614）問い合わせ

　これまで、障害基礎年金等を受給している人は、障害基礎年
金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を
受給できませんでしたが、令和３年３月分の手当以降は、児童
扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、
その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

●既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けてい
　る人は、原則、申請は不要です。
●それ以外の人は、児童扶養手当を受給するためには、
　お住まいの市区町村への申請が必要です。なお、令和
　３年３月１日より前であっても事前申請は可能です。

障害基礎年金等を受給している
ひとり親のご家庭の皆さんへ

■手当を受給するための手続き

●通常、手当は申請の翌月分から支給開始となります
　が、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手
　当を受給できなかった人のうち、令和３年３月１日に支
　給要件を満たしている人は、令和３年６月30日までに
　申請すれば、令和３年３月分の手当から受給できます。
●令和３年３月分と４月分の手当は、令和３年５月に支払わ
　れます。

■支給開始日

　なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している人は、今回の改正後も、調整
する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る
場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

障害基礎年金等 児童扶養手当＞
障害基礎年金等の全体額が
児童扶養手当の額を上回る
ため、手当全額が支給停止

改正前

改正後

子の加算部分

本体部分全額
支給停止 比較

調整

障害基礎年金等 児童扶養手当＞

子の加算部分

本体部分差額を
支給

比較
調整

子の加算部分と同額分は支給停止

差額を支給




